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本日のポイント

１

①立命館大学の課外自主活動の特徴を理解する
（スライド３～４ページ）

②各種制度について理解を深める
（スライド５～１７ページ）

③マナーモラル・身の回りの危険について理解する
（スライド１８～３３ページ）

④学生生活セミナ－のご案内
（スライド３４～３５ページ）



クラブサークルのリーダーへ
知っておいて欲しいこと
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立命館のクラブ、サークル活動の特徴
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■2万人を超える学生が何らかの課外自主活動に参加している

■「自ら考え、自ら行動する」学生像

■正課と課外における学びを両立すること
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大学と学友会との関係

学生オフィスの考え方

●クラブ・サークル活動の高度化を支援

●安全面・危機管理の啓発

●クラブ・サークルの活躍を広く発信

自ら考え・自ら行動する学生を育てること。

●きっかけ支援



大学と学友会との関係
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公認団体

同好会

任意団体

登録団体

学友会大学

施設の
貸与

顧問の配置
（公認団体）

助成金
セミナー
ハウス

安全
管理

備品の
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権利
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大学と学友会との関係（各種窓口）
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大学大学 学友会学友会

学生オフィス
スポーツ強化オフィス

学生オフィス
スポーツ強化オフィス

興学館
※衣笠のみ

興学館
※衣笠のみ

インフォメーションインフォメーション

・備品貸出

・鍵貸出
（学生会館）

・助成金受付

・教室貸与

・日常支援（事件・事故）

・鍵貸出（一般教室）

中央事務局中央事務局

・役員届の提出

・部員届の提出

・継続手続き

・学友会費の対応

・忘れ物対応

・その他
車輌入構
冷暖房申請

学芸
本部
学芸
本部

学術
本部
学術
本部

体育会
本部

体育会
本部

・主務会（体育会のみ）



学友会の組織図
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中央委員会中央事務局

中央常任委員会 学園振興委員会

調
査
企
画
部

財
務
部

全学自治会

学
芸
総
部
本
部

学
術
本
部

体
育
会
本
部

応
援
団

放
送
局

新
聞
社

各
団
体

各
団
体

各
団
体

各学部自治会

特
別
事
業
部 執行委員会

各クラス
登
録
団
体

会計監査委員会

課外活動に関わる部門
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大学からの情報提供・発信について

●キャンパスウェブ
⇒大学の制度に関する募集告知や、注意喚起などを配信
⇒情報が集中するツールなので定期的なチェックを！！

●成長支援型奨学金HP
⇒助成金・奨励金制度に関する募集内容を配信

●スポーツ＆カルチャー
⇒クラブ・サークル向けの情報発信サイト

●学友会HP
⇒学友会が管轄するHPであり、学園祭や新歓祭などの受付や

役員届・継続届を提出するHP
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団体からの情報発信について

団体情報
を登録

スポーツ＆カルチャー

在学生の皆さまへ⇒団体情報を登録しよう

試合・イベント結果報告

大学のHPに掲載することができますので、積極的に大学へ
報告してください！

正課外活動（課外自主活動）での活躍は、在学生・教職員・校友・父母など
多くの人々を勇気づけます。広く活動の成果を発信し、大学を盛り上げましょう！



10

役員届・部員届について

●役員届とは

（代表・副代表・会計の三役を記したもの）

●部員届とは

（クラブに所属する学生の情報をまとめたもの）

学友会が集約
（HPにて）

大学との共有

CampusWeb
に部員情報入力

※各クラブ部長・副部長に権限有。
※CampusWebに部員情報が入力されていないと

万が一の時に対応ができない恐れがあります。

12月~2月頃
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部員情報の入力方法について

*1権限対象者：部長・副部長*1権限対象者：部長・副部長

学生オフィス学生オフィス

権限付与

*2CampusWebに部員情報入力*2CampusWebに部員情報入力

*1 執行部が交代した場合は、前部長・前副部長から次期代表・副代表に権限
を付与してください。

*2 部員情報は変更があれば都度実施してください。
※詳しくは別紙参照

*1 執行部が交代した場合は、前部長・前副部長から次期代表・副代表に権限
を付与してください。

*2 部員情報は変更があれば都度実施してください。
※詳しくは別紙参照
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部員情報の入力方法について

部員情報を更新していないと・・・

○クラブ活動中の事故に対する保険が適用できない。

○退部部員の情報が残っていると、何かトラブルを発生させた際の
団体責任が問われる。

部員情報は常に更新しましょう！！部員情報は常に更新しましょう！！



１3

合宿・遠征届（海外渡航届）

○自然災害や大事件などが起こった際の安全確認

○外部からの問合せがあった際の対応

合宿・遠征に行く際、大学に提出する書類合宿・遠征に行く際、大学に提出する書類

教職員の顧問・部長・副部長がいる場合は、顧問・部長・副部長の捺印が必要。
団体として海外渡航に行く場合は、海外渡航届を提出してください。
海外渡航の際は、外務省のたびレジに必ず登録しましょう。

在学生の皆さまへ⇒課外活動の支援⇒合宿・遠征届

立命館大学学生部長　殿

印

印

印

下記の通り合宿・試合のための遠征を行いますので届け出ます。

名 マネージャー その他　　　　　      　名

名称 電話

住所

名称 電話

住所

その他

役職 学部 学部 回生

氏名 電話

役職 学部 学部 回生

氏名 電話

この合宿・遠征への助成金査定　　　有　　　・　　無

有の場合→ 基盤活動助成（交通費助成）　・　重点強化助成　・　高度化活動助成　・　未来助成

学びのコミュニティ集団形成助成金

■チェックリスト
☆下記項目を必ず確認し、チェック欄に記入してください。

□参加者は全員、団体の代表者や顧問の連絡先、大学の緊急連絡先を確認した。

□家族等に計画を事前に知らせ、宿泊先や緊急連絡先を伝えた。

□飲酒のマナーについて、部内で確認し、全員で共有した。

受付・担当者

別紙資料（企画書等）　　　　有　　　・　　　無

京都・滋賀・大阪に
残るメンバー連絡先

交通手段

部長・顧問・副部長
（教職員）

監督

主将・代表
（学生）

　　　　年　　　月　　　日（　　　）　～　　　　　年　　　月　　　日（　　　）　　目的：　合宿　／　試合等

合宿遠征・試合遠征　届

選手・出演する部員 　　　　　名　

　（　　　　泊　　　　日）

マイカー　　・　　レンタカー　　・　　貸し切りバス　　・　　各自

公共交通機関
電車　・　　バス　　・　　飛行機　　・　　フェリー

※バス・飛行機・フェリー利用の場合、運行会社（　　　　　　　　　　　　　　　　　）

　未成年の飲酒は法律で禁止されています。また、お酒が飲めない人への飲酒の強要も法律違反です。
　合宿・遠征での上記行為は、団体としての管理責任も問われることになります。

□最寄の医療機関の場所、連絡先を確認した。

□上記届出に記入モレがないか確認した。

課長・課長補佐

試合・練習場

参加者代表

遠征目的・大会規模

合宿・遠征の内容
（日程・行程、遠征中に移動がある

場合は移動先を記入）

合宿・試合の名称

団体名

参加者数
（名簿を裏面に記入）

期間
（目的欄は該当するものに○）

宿舎
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試合等参加証明書・追試験願い

○学友会の公認団体が対象です。

○同好会・任意団体・登録団体は原則不可。

試合等で講義を休む場合に発行するもの
⇒公欠届ではありません。

試合等で講義を休む場合に発行するもの
⇒公欠届ではありません。

※教職員の顧問・部長・副部長による捺印が必要です。
※申請は1ヶ月前までに学生オフィス・スポーツ強化オフィスへ

在学生の皆さまへ⇒課外活動の支援⇒試合等参加証明証

試合等参加証明書・追試験願いとは・・・
⇒公式戦・演奏会等で授業日に欠席する場合に、公式戦・演奏会を理由に

休むことを証明するものである。
⇒公欠届ではないため、補充課題やレポートなど、欠席を取り戻す努力が

必要です。
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クラブ内での財政管理について

学友会費（公認団体）学友会費（公認団体）各種助成金各種助成金

大学 学友会

使用した領収書は必ず必要です！！
⇒領収書がなければ手続きはできません

前提として

各種手続きの期日を確認しましょう！
団体として財政管理を行いましょう！
それぞれの制度を理解しましょう！

クラブ
・部費
・寄付金
・部費
・寄付金
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クラブ内での財政管理について

クラブの財政に関するトラブルの報告が多く寄せられています！

複数体制で、クラブの財政管理を行いましょう
出納簿は必ず作成しましょう
年間計画を立て、計画的に運用していきましょう
クラブの部長・副部長・顧問にも相談しましょう

部費の滞納や振込み期日の遅延、大学への提出書類を失念するなど
「金銭」に関するトラブルには注意が必要です！
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襲雷警報の取り扱いについて

衣笠：柊野・原谷
BKC ：キャンパス構内
OIC  ：キャンパス構内・ホッケー場

襲雷警報が発報されたら速やかに
非難しましょう！！
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クラブ・サークルが崩壊する
8つのこと
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「飲酒」の席で、加害者にならない、被害者をださ
ない！

「未成年」

「服薬中」 は絶対ＮＧ！

「スポーツ・入浴・運転時」

お酒の席で加害者にならない、被害者をださない

① 未成年の飲酒

② イッキ飲み・飲酒の強要

③ 飲酒運転（自転車でも） ⇒「犯罪」
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アルハラNG！

アルハラとはアルコール・ハラスメントの略。

飲酒にまつわる人権侵害。命を奪うこともある

アルハラの定義５項目

① 飲酒の強要

② イッキ飲ませ

③ 意図的な酔いつぶし

④ 飲めない人への配慮を欠くこと

⑤ 酔ったうえでの迷惑行為

出典：特定非営利活動法人ASK（アルコール薬物問題全国市民協会）
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未成年者の飲酒による事件事故事例

■出典
朝日新聞DISITAL：
2016年2月27日22時32分

■出典
産経WEST：2015.12.17 19:25

■出典
慶応義塾大学HP：2016.10.4
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パワハラは人権問題です！！

① 人の話を最後まで聞かない。話の腰を折る。
② 一言に対して10返す。早口・機関銃のように喋る。
③ 褒めるより批判、反論が多い。
④ 感情（特に怒り）を全面に出す。怒鳴る、逆切れ。
⑤ 声がでかい。
⑥ あいさつしない、無視する。
⑦ 人前で中傷・叱責・馬鹿にする・病人扱い
⑧ 人権否定、全面否定、過去を持ち出す。
⑨ 皮肉・ジョーク・ギャグが多い
⑩ 人によって態度を変える。

態
度
・対
応
は
気
を
つ
け
ま
し
ょ
う

態
度
・対
応
は
気
を
つ
け
ま
し
ょ
う

日本医療労働組合連合会資料より抜粋
パワハラ被害を見

てみぬふりをするの
もパワハラです！



２3

TPO（TIME PLACE OPPORTUNITY)
意識して行動できていますか？

BBQで大騒ぎし、他人に迷惑をかけられた。

路上でたばこのポイ捨てをしているのを見かけた。

居酒屋で大声で騒いでいて迷惑。

公共の場など共有スペースを専有して利用している。

「自分たちさえ良ければ」という気持ちは間違いです。

「立命館大学の学生」という自覚と責任を持って行動しましょう！

公共の場や公共交通機関における課外団体のモラル
マナーを問題視する声が大学側に多く寄せられています。



２4

SNS利用にあたって知ってもらいたい５つのこと

1. SNS上の情報は、必ずしも正しいものばかりではない

2. SNS上においても、社会的ルールを守らなければ

ならない

3. SNS上の情報は、世界中に広まるものである

4. SNSでは、匿名であったとしても、責任が伴う発言として

取り扱われる。

5. SNSでの不用意な発言は、家族や友人まで被害が

およぶことがある。
【SNS・インターネット上の犯罪などにかかわるトラブルの相談窓口】

最寄の警察署のサイバー犯罪対策課・生活安全課

京都府警察本部 サイバー犯罪対策課 075-256-0800

滋賀県警察本部 生活安全部（サイバー犯罪対策室） 077-522-1231

大阪府警察本部 サイバー犯罪対策推進本部 06-6941-003（＃9110）



２5

SNS利用にあたって知ってもらいたい５つのこと

■出典
日本経済新聞：2014/2/21 12:32
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立命館大学はキャンパス全面禁煙

「たばこ」はわが国の寿命短縮禁止因子の筆頭

① 喫煙は、肺がんをはじめとする全身のがん、心筋梗塞、脳梗塞など

の病気の原因となり寿命を短縮する。

② 非喫煙者と比べると喫煙者が肺がんで死亡するリスクは6倍！！

キャンパス周辺の路上も条例に基づき禁煙

① 京都市・草津市・茨木市の各市で条例が施行されている

禁煙・卒煙外来（無料相談。保健センターで要予約）

① 「就活とタバコ」、「恋愛とタバコ」セミナー

② 「春休み、そうだ卒煙しよう」企画、「禁煙日記」など

受動喫煙の防止 学生の健康被害を防ぐことを
重要視している。
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交通法規を守り、地域社会の責任ある一員に

電車・バスなどの公共交通の不正乗車は犯罪

自転車での違法行為→最高で以下の懲役や罰金

① 夜間無灯火運転 ：5万円以下の罰金

②
携帯電話を使用しながらの運転
イヤホンをしたままの運転

：3ヶ月以下の懲役、または5万円以下の
罰金

③
傘差し運転など不安定な運
転

： 3ヶ月以下の懲役、または5万円以下の
罰金

④ 二人乗り（幼児除く） ： 2万円以下の罰金又は科料

⑤ 酒酔い運転罪
： 5年以下の懲役、または100万円以下
の罰金



２8

本学では、ハラスメントを、教職員が他の教職員、学生もし

くは関係者に不利益や不快を与える人権侵害の言動、また

は学生もしくは関係者が学生もしくは教職員に不利益や不

快を与える人権侵害の言動と定義します。

ハラスメント防止に関する立命館の姿勢

セクシュアル・ハラスメント

アカデミック・ハラスメント

パワー・ハラスメント

相談
員

相談
方法

守秘
義務

相談員は各キャンパス
の学部やオフィスに配置

相談方法は電話
メール・面談など

相談員は相談者のプラ
イバシーを保護します

立命館 ハラスメント委員 検索



もしルールを守ることができなかったら

立命館大学学生懲戒規程

立命館大学学生団体処分規程
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自分のしたことがきっかけで、所属クラブが活動停止に
なる場合もあります。

そのような事態を絶対に避けるためにも、日々の行動に
責任を持ちましょう！！
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カルト宗教に注意！！

反社会的な「宗教団体」等による危険な勧誘

⇒クラブ・サークルなどのコミュニティを狙った手口

１．知らない人・団体に個人情報（氏名、電話番号、メールアドレス、住所など）
を開示しないこと。

２．アンケートや巧みな個人情報の聞き出しに安易に答えないこと。

３．誘われても嫌なことははっきり「ノー」と言うこと。

４．「所属団体名称や代表者、活動内容がはっきりしない」、「途中から話題が宗教
的な内容に変わった」など、少しでも不審だと思った場合は、即答せず、学部事
務室や学生オフィスへ相談すること。
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ブラックバイトに注意！！

活動を行う上で、お金が必要になるのだが。

⇒ブラックバイトには注意が必要です！！

「何でこんな目に遭わないといけなかったのか」。

1日約5時間、週4日勤務だったが、人手不足で
午前0時の閉店後の片付けも任されるように
なり、翌年には1日約12時間勤務となった。

「辞めたい」と訴えたが、「懲戒解雇にする。懲戒解雇となれば就職もできない。」
「店が潰れたら4,000万円の損害賠償を請求する。」と脅された。

毎日新聞：2016年9月28日
ブラックバイト訴訟
大学生「怖くて辞められず」

行動しよう！！
⇒アルバイト関係でトラブル・困ったと思ったらまずは相談窓口へ！

総合労働相談コーナー 検索



３2

薬物乱用には注意「ダメ！ゼッタイ！」

薬物は人生をこわす～大麻など薬物は、身体と精神を破壊する恐ろしい薬物です～

身体の破壊

脳（脳障害・平衡感覚障害）

喉・気管支の炎症

心臓（不整脈・狭心症）

血液（免疫力の低下）

生殖機能の低下

乱用

耐性

依存性

精神の破壊

情緒不安

集中力の低下

記憶力低下

幻覚・妄想

精神錯乱・異常行動

大学からの懲戒
覚せい剤所持・使用 ：退学（立命館大学）
大麻所持・譲受・使用 ：退学・無期停学（多くの大学）
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クラブ・サークル内の飲酒事件

急性アルコール中毒 アルコールハラスメント未成年飲酒 飲酒運転

キーワード

■出典
朝日新聞DISITAL：
2016年2月27日22時32分

■出典
産経WEST：2015.12.17 19:25

■出典
慶応義塾大学HP：2016.10.4
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学生生活に関する各種セミナーについて

順次開催！！
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何かに困ったときは

【クラブ・サークルに関するお問合せ】
衣笠学生オフィス：075-465-8167
BKC学生オフィス：077-561-3917
OIC学生オフィス：072-665-2130

スポーツ強化オフィス：077-561-3977

学部事務室

キャリアセンター

保健センター国際教育センター

ハラスメント相談室

学生オフィス

皆さんを取り
囲む支援


